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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　供給された原料から生成した燃料と、供給された発電用空気とを用いて電気化学反応に
より発電する燃料電池を備えた燃料電池システムであって、
　当該燃料電池システムで流通する排気ガスの有する熱により所定の温度範囲に加熱され
る被加熱部と、
　前記排気ガスを前記被加熱部に導くとともに当該燃料電池システム内で流通させるため
の排気ガス経路と、
　前記排気ガス経路中に配置され、前記燃料電池に供給される前記発電用空気を、前記排
気ガス経路を流通する排気ガスが有する熱を利用して予熱する補助空気熱交換器と、
　前記排気ガス経路を流通する排気ガスが有する熱を利用して、前記補助空気熱交換器に
より予熱された発電用空気をさらに予熱する空気熱交換器と、
　前記原料を改質反応により改質して前記燃料を生成する改質器と、
　前記燃料電池、前記被加熱部、前記空気熱交換器、前記補助空気熱交換器、および前記
改質器を収容する筐体と、
　を備え、
　前記排気ガス経路の上流側から前記空気熱交換器、前記被加熱部、および前記補助空気
熱交換器の順に配置され、
　前記被加熱部は、前記排気ガス中に含まれる有害成分を除去する浄化触媒部、または、
前記改質器に供給される水を気化させる蒸発器であり、
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　前記補助空気熱交換器は、二重になった管の内外で、前記排気ガス経路を流通する排気
ガスと前記空気熱交換器により予熱される前の発電用空気との熱交換を行う二重管型熱交
換器であり、前記筐体の側壁に沿って、鉛直方向に延伸するように配置される燃料電池シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池に供給する酸化ガスと当該燃料電池システムで流通する排気ガスと
の間で熱交換を行う熱交換器を備えた燃料電池システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、燃料電池のスタックをハウジング内に収容した燃料電池システムが提案されてい
る（例えば、特許文献１）。特許文献１に開示された燃料電池システム（発電装置）は図
４に示すようにハウジング１０１内に複数の燃料電池セルと、排出ガスと燃料電池セルに
供給する空気とで熱交換を行う熱交換器１０７と、を備えた構成となっている。また、ハ
ウジング１０１内における改質器の上部領域に、排出口より外気に放出される排出ガスの
有害成分を除去、浄化することができるように浄化装置１５１が設けられている。また、
ハウジング１０１内から放出された排出ガスは廃熱回収器１２２に導入され温水の作製な
どに利用され排出口より外気に放出されるように構成されている。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に開示された燃料電池システムは、浄化装置１５１の温度制
御を適切に行うことができず浄化装置１５１の浄化触媒が十分に反応しない場合がある。
すなわち、特許文献１の浄化装置１５１の温度制御は、熱交換器１０７で熱回収され低温
となった排出ガスの温度に依存したものとなる。このため、燃料電池システムにおける発
電効率を向上させるために排出ガスの熱利用をすすめた場合、この排出ガスの温度が、浄
化触媒が十分に反応する適切な温度範囲よりも低下してしまう場合がある。
【０００４】
　そこで、この浄化装置１５１の温度管理を可能とするシステムも提案されている（例え
ば、特許文献２）。
【０００５】
　特許文献２に開示された燃焼排出ガス浄化処理システムでは、図５に示すように浄化装
置の内部温度を検出するための温度センサを備え、この温度センサで検出した温度が所定
温度未満である場合、空気ポンプを介して浄化装置に空気を送るように構成されている。
これにより浄化装置内の酸素不足を解消し、浄化装置を温度上昇させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－１４６３９７号公報
【特許文献２】特開２００２－７９０５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献２に記載した従来の燃焼排出ガス浄化処理システムは、浄化装
置の温度制御のために、空気ポンプなどが別途必要となりコストがかかるという問題があ
る。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、発電効率を高めつつ、
安価な構成で被加熱部を所定温度範囲となるように加熱することができる燃料電池システ
ムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明に係る燃料電池システムは、上記した課題を解決するために、供給された原料か
ら生成した燃料と、供給された発電用空気とを用いて電気化学反応により発電する燃料電
池を備えた燃料電池システムであって、当該燃料電池システムで流通する排気ガスの有す
る熱により所定の温度範囲に加熱される被加熱部と、前記排気ガスを前記被加熱部に導く
とともに当該燃料電池システム内で流通させるための排気ガス経路と、前記排気ガス経路
中に配置され、前記燃料電池に供給される前記発電用空気を、前記排気ガス経路を流通す
る排気ガスが有する熱を利用して予熱する補助空気熱交換器と、前記排気ガス経路を流通
する排気ガスが有する熱を利用して、前記補助空気熱交換器により予熱された発電用空気
をさらに予熱する空気熱交換器と、を備え、前記排気ガス経路の上流側から前記空気熱交
換器、前記被加熱部、および前記補助空気熱交換器の順に配置される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る燃料電池システムは、以上に説明したように構成され、発電効率を高めつ
つ、安価な構成で被加熱部を所定温度範囲となるように加熱することができるという効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態に係る燃料電池システムの要部構成の一例を示したブロック図である
。
【図２】実施の形態の実施例１に係る燃料電池システムの構成を示す模式図である。
【図３】実施の形態の実施例２に係る燃料電池システムの構成を示す模式図である。
【図４】従来技術を示すものであり、発電装置の構成を示した図である。
【図５】従来技術を示すものであり、燃焼排出ガス浄化処理システムの構成を示した図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明では以下に示す態様を提供する。
【００１３】
　本発明の第１の態様に係る燃料電池システムは、供給された原料から生成した燃料と、
供給された発電用空気とを用いて電気化学反応により発電する燃料電池を備えた燃料電池
システムであって、当該燃料電池システムで流通する排気ガスの有する熱により所定の温
度範囲に加熱される被加熱部と、前記排気ガスを前記被加熱部に導くとともに当該燃料電
池システム内で流通させるための排気ガス経路と、前記排気ガス経路中に配置され、前記
燃料電池に供給される前記発電用空気を、前記排気ガス経路を流通する排気ガスが有する
熱を利用して予熱する補助空気熱交換器と、前記排気ガス経路を流通する排気ガスが有す
る熱を利用して、前記補助空気熱交換器により予熱された発電用空気をさらに予熱する空
気熱交換器と、を備え、前記排気ガス経路の上流側から前記空気熱交換器、前記被加熱部
、および前記補助空気熱交換器の順に配置される。
【００１４】
　上記した構成によると、排気ガス経路の上流側から空気熱交換器、被加熱部、補助空気
熱交換器の順に配置されるため、空気熱交換器により熱利用された排気ガスの有する熱に
より被加熱部を加熱することができる。
【００１５】
　ここで、補助空気熱交換器を備えているため、当該燃料電池システムにおいて排気ガス
経路を流通する排気ガスが有する熱を利用して発電用空気を、空気熱交換器により予熱さ
れる前に、予熱することができる。このように、補助空気熱交換器により予熱された発電
用空気に対して空気熱交換器はさらに予熱する構成であるため、空気熱交換器で利用する
、排気ガス経路を流通する排気ガスの熱量を抑制することができる。
【００１６】
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　さらに、補助空気熱交換器および空気熱交換器それぞれの熱交換能力の比率を変更する
ことで、その後の空気熱交換器で利用される排気ガスの熱量を調整することができる。な
お、熱交換能力は、補助空気熱交換器４および空気熱交換器５における熱交換面の面積な
ど熱交換効率を規定する条件を変更することで調整することができる。このため、本発明
の第１の態様に係る燃料電池システムでは、被加熱部に適切な温度範囲の排気ガスを導く
ことができる。それゆえ、被加熱部は、安定して適切な温度となるように加熱することが
できる。したがって、安価な補助空気熱交換器を設けるだけで、従来技術のようにコスト
のかかる空気ポンプなどを別途備える必要なく、被加熱部を所定温度範囲となるように加
熱することができる。
【００１７】
　また、補助空気熱交換器は、排気ガスが有する熱の一部を利用して発電用空気を予熱す
るため、当該燃料電池システムで流通する排気ガスから効率よく熱回収することができる
。このため、本発明の第１の態様に係る燃料電池システムは、発電効率を高めることがで
きる。
【００１８】
　したがって、本発明の第１の態様に係る燃料電池システムは、発電効率を高めつつ、安
価な構成で被加熱部を所定温度範囲となるように加熱することができるという効果を奏す
る。
【００１９】
　本発明の第２の態様に係る燃料電池システムは、上記した第１の態様に係る燃料電池シ
ステムにおいて、前記燃料電池、前記被加熱部、前記空気熱交換器、および前記補助空気
熱交換器を収容する筐体を備え、前記補助空気熱交換器は、二重になった管の内外で、前
記排気ガス経路を流通する排気ガスと前記空気熱交換器により予熱される前の発電用空気
との熱交換を行う二重管型熱交換器であり、前記筐体の側壁に沿って、鉛直方向に延伸す
るように配置されるように構成されていてもよい。
【００２０】
　上記した構成によると、補助空気熱交換器４は、安価に構成できる二重管型熱交換器と
することができる。また、この二重管型熱交換器は、筐体の側壁に沿って、鉛直方向に延
伸するよう配置される。このため、補助空気熱交換器を筐体内に設置するにあたり大きな
スペースが不要となり、筐体の小型化を図ることができる。それゆえ、コストを削減しつ
つ燃料電池システムの小型化を図ることができる。
【００２１】
　本発明の第３の態様に係る燃料電池システムは、上記した第１または第２の態様に係る
燃料電池システムにおいて、前記被加熱部は、前記排気ガス中に含まれる有害成分を除去
する浄化触媒部であってもよい。
【００２２】
　上記構成によると、浄化触媒部を排気ガスの有する熱を利用して加熱することができる
ため、燃料電池システムで流通する排気ガスから効率よく熱回収することができ、発電効
率を高めることができる。
【００２３】
　本発明の第４の態様に係る燃料電池システムは、上記した第１または第２の態様に係る
燃料電池システムにおいて、前記被加熱部は、前記原料を改質反応により改質して前記燃
料を生成する改質器であってもよい。
【００２４】
　上記構成によると、改質器を排気ガスの有する熱を利用して加熱することができるため
、燃料電池システムで流通する排気ガスから効率よく熱回収することができ、発電効率を
高めることができる。
【００２５】
　本発明の第５の態様に係る燃料電池システムは、上記した第１または第２の態様に係る
燃料電池システムにおいて、前記原料を改質反応により改質して前記燃料を生成する改質
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器を備え、前記被加熱部は、前記改質器に供給される水を気化させる蒸発器であってもよ
い。
【００２６】
　上記構成によると、蒸発器を排気ガスの有する熱を利用して加熱することができるため
、燃料電池システムで流通する排気ガスから効率よく熱回収することができ、発電効率を
高めることができる。
【００２７】
　（実施の形態）
　図１を参照して、実施の形態に係る燃料電池システム１００について説明する。なお、
実施の形態では、燃料電池１として固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）を備えた燃料電池
システムを例に挙げて説明するが、燃料電池１は固体酸化物形燃料電池に限定されるもの
ではない。高温な排気ガスを排出する構成を有する燃料電池システムに設置可能な燃料電
池であればよく、例えば、溶融炭酸塩形燃料電池（ＭＣＦＣ）、または固体高分子形燃料
電池（ＰＥＦＣ）であってもよい。図１は、実施の形態に係る燃料電池システム１００の
要部構成の一例を示したブロック図である。
【００２８】
　図１に示すように、燃料電池システム１００は、燃料電池１（固体酸化物形燃料電池）
と、被加熱部３と、補助空気熱交換器４と、空気熱交換器５とを備えてなる構成である。
また、燃料電池システム１００には、例えば燃料電池１から排出された排気ガスなどを燃
料電池システム１００で流通させるための排気ガス経路６と、燃料電池１に原料を供給す
るための原料供給経路８と、発電用空気を供給するための空気経路１０とが設けられてい
る。
【００２９】
　燃料電池１は、硫黄化合物が除去された原料を改質して得られた燃料と、空気経路１０
を通じて供給された発電用空気とを用いて電気化学反応により発電するものである。燃料
電池システム１００では、後述するが原料供給経路８を通じて原料を脱硫器２に供給でき
る構成となっている。この原料としては、都市ガスまたは、プロパンガスなどの炭化水素
を主成分とするガスを用いることができる。なお、脱硫器２において原料から硫黄成分が
取り除かれ、改質反応により改質された改質ガスを本明細書では燃料と称する。
【００３０】
　燃料電池１は、燃料が供給される燃料極（アノード）および発電用空気が供給される空
気極（カソード）を有し、該燃料極と該空気極との間で電気化学反応を行って発電する単
セルを複数枚、直列に接続してセルスタックを形成してもよい。また、燃料電池１は、直
列接続したセルスタックをさらに並列に接続させた構成としてもよい。あるいは、２層の
電極（アノードおよびカソード）を含むセルが円筒型に構成され、この円筒型セルの内側
に燃料を、外側に発電用空気をそれぞれ供給する構成としてもよい。
【００３１】
　燃料電池１を構成する単セルとしては、例えば、イットリアをドープしたジルコニア（
ＹＳＺ）、イットリビウムやスカンジウムをドープしたジルコニア、あるいはランタンガ
レート系の固体電解質からなる単セルを用いることができる。例えば、単セルがＹＳＺの
場合、厚みにもよるが、約６００～９００℃の温度範囲にて、発電が行われる。
【００３２】
　なお、実施の形態に係る燃料電池システム１００は、燃料電池１で未利用の燃料と発電
用空気とを燃焼させて燃焼排ガスを生成する燃焼部を備え、この燃焼排ガスを燃料電池シ
ステム１００で流通する排気ガスとしてもよい。あるいは、燃料電池１が平板型燃料電池
である場合は、カソードから排出された、未利用の発電用空気（カソードオフガス）を燃
料電池システム１００で流通する排気ガスとしてもよい。なお、このカソードオフガスは
、燃料電池１の高温な動作温度によって加熱されており、発電用空気を予熱するのに十分
な熱量を有している。
【００３３】
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　被加熱部３は、燃料電池システム１００で流通する排気ガスが保有する熱の一部を利用
して加熱されるものである。本実施の形態では、空気熱交換器５において保有する熱の一
部が利用された排気ガスにより被加熱部３は加熱される。例えば、被加熱部３としては、
排気ガスが燃焼排ガスの場合、この燃焼排ガス中に含まれる一酸化炭素などの有害成分を
除去する浄化触媒部３１が挙げられる。また、被加熱部３としては、この浄化触媒部３１
に限定されるものではなく、改質器または改質器に供給する改質水を気化させる蒸発器で
あってもよい。被加熱部３の加熱により保有する熱の一部が利用された排気ガスは補助空
気熱交換器４に導かれる。
【００３４】
　空気熱交換器５は、燃料電池システム１００で流通する排気ガスが有する熱を利用して
、燃料電池１に供給する発電用空気を加熱（予熱）するものである。すなわち、空気熱交
換器５は、外部から供給された発電用空気を、排気ガスとの熱交換により所定温度まで加
熱する。例えば、空気熱交換器５を流通した後の発電用空気は、排気ガスとの熱交換によ
り４００～８００℃まで加熱される。そして、この加熱された発電用空気が燃料電池１へ
と供給される。このように、燃料電池システム１００では、空気熱交換器５において発電
用空気との熱交換を行うことによって、保有する熱の一部が奪われた排気ガスが、被加熱
部３に導かれる。
【００３５】
　補助空気熱交換器４は、被加熱部３において保有する熱の一部を失った排気ガスの熱を
利用して、空気熱交換器５によって予熱される前の発電用空気を事前に予熱するものであ
る。ここで、被加熱部３を加熱した後の排気ガスには、十分利用可能な熱が残っている。
そこで、補助空気熱交換器４は、この排気ガスが有する熱を利用して発電用空気を事前に
予熱しておくことで、空気熱交換器５で利用する排気ガスの熱量を抑制することができる
。さらに、補助空気熱交換器４および空気熱交換器５それぞれの熱交換能力の比率を変更
することで、その後の空気熱交換器５において利用される排気ガスの熱量を調整すること
ができる。このため、被加熱部３に適切な温度範囲の排気ガスを導くことができる。
【００３６】
　このように、本実施の形態に係る燃料電池システム１００では、空気熱交換器５におい
て排気ガスの有する熱を利用して発電用空気を予熱する前に、補助空気熱交換器４により
発電用空気を予熱するように構成されている。
【００３７】
　また、発電負荷が変わるなどして発電用空気の流量が増大した場合、この発電用空気と
空気熱交換器５と間における熱交換で排気ガスは発電負荷の変更前よりも大きな熱量が奪
われる。このため、排気ガスは、被加熱部３の熱源として機能するのに十分な熱量を有さ
ない場合がある。そこで、本実施の形態に係る燃料電池システム１００では、空気熱交換
器５の前段に補助空気熱交換器４を設けることで、空気熱交換器５において発電用空気と
の熱交換で利用される排気ガスの熱量を抑制することができる。
【００３８】
　さらにまた、被加熱部３を流通した後の排気ガスをそのまま筐体３０の外部に排出する
構成と比較して、排気ガスが有する熱を補助空気熱交換器４で回収し燃料電池１の発電に
供することができるため、燃料電池システム１００における発電効率を高めることができ
る。
【００３９】
　次に、図１に示した燃料電池システムの燃料電池１を円筒型燃料電池として構成した場
合と平板型燃料電池として構成した場合とについてそれぞれ実施例１、２として以下に説
明する。
【００４０】
　（実施例１）
　まず、図２を参照して実施の形態に係る燃料電池システム１００の実施例１について説
明する。図２は、実施の形態の実施例１に係る燃料電池システム１００の構成を示す模式
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図である。
【００４１】
　燃料電池１を円筒型燃料電池とした場合、図１に示す実施の形態に係る燃料電池システ
ム１００は、例えば図２に示す実施例１のように構成することができる。また、この燃料
電池システム１００では、被加熱部３として浄化触媒部３１を備えるものとするが、被加
熱部３はこの浄化触媒部３１に限定されるものではない。
【００４２】
　すなわち、実施例１に係る燃料電池システム１００は、上記した燃料電池１、被加熱部
３（浄化触媒部３１）、補助空気熱交換器４、および空気熱交換器５に加えて、脱硫器２
、改質器１４、蒸発器１５、燃焼部１６、減圧部１７、昇圧部３３、水ポンプ３４、およ
び空気ポンプ３５をさらに備える。そして、これらの部材のうち、減圧部１７、昇圧部３
３、水ポンプ３４、および空気ポンプ３５を除く部材を筐体３０内に収容する。筐体３０
はその内側の壁面に断熱部材（不図示）が設けられており、燃料電池１、改質器１４、蒸
発器１５は、この断熱部材に囲まれて形成された空間内に配置され、脱硫器２、浄化触媒
部３１、空気熱交換器５、および補助空気熱交換器４は断熱部材内に配置された構成とす
る。
【００４３】
　また、実施例１に係る燃料電池システム１００では、燃料電池１において未利用の燃料
と未利用の発電用空気とを燃焼部１６で燃焼させて生成した燃焼排ガスを排気ガスとして
用いた構成となっている。そして、上述したように被加熱部３として浄化触媒部３１を設
けた構成を例に挙げている。
【００４４】
　この浄化触媒部３１は、排気ガス中に含まれる有害成分を取り除くためのものである。
例えば、燃焼排ガス中に含まれる一酸化炭素などの有害成分を除去する。浄化触媒部３１
には、空気熱交換器５において保有する熱の一部が利用された後の燃焼排ガスが排気ガス
経路６を通じて供給される。そして、浄化触媒部３１は、供給された燃焼排ガスが、この
浄化触媒部３１に充填されている浄化触媒を通過する構成となっている。浄化触媒は、例
えば、Ｐｔ系貴金属触媒をハニカム担体に担持したものを用いる。しかしながら、浄化触
媒これに限定されるものではない。
【００４５】
　また、実施例１に示す燃料電池システム１００では、昇圧部３３によって昇圧された原
料が原料供給経路８を通じて筐体３０内に供給される。また、空気ポンプ３５によって昇
圧された発電用空気が空気経路１０を通じて筐体３０内に供給される。さらに、水ポンプ
３４によって改質水が改質水経路１１を通じて筐体３０内に供給される。
【００４６】
　筐体３０内へと供給される原料には、水添脱硫反応のために必要な、水素ガスを約７０
％（原料に対して約１０％）含有する改質ガスが混合されている。必要な流量の水素を含
む原料は筐体３０内の脱硫器２に導かれる。脱硫器２は、上記したように断熱部材に覆わ
れた構成となっている。このため、脱硫器２から可能な限り放熱、熱移動がないように構
成することができる。また、脱硫器２に充填される脱硫触媒に温度依存性がある場合、燃
焼部１６の輻射熱または燃焼排ガスの熱が伝熱して所定の温度範囲で加熱されるような位
置に、脱硫器２を配置する。脱硫器２により脱硫された後の原料は改質器１４の前段に設
けられた蒸発器１５に導かれる。
【００４７】
　ここで、まず実施例１に示す燃料電池システム１００において備えられる脱硫器２につ
いてより詳細に説明する。脱硫器２は、水素を利用して、原料中の硫黄化合物を除去する
ものである。つまり、脱硫器２は、いわゆる水添脱硫方式により原料に含まれる硫黄成分
を除去する水添脱硫器である。脱硫器２に原料供給経路８が接続されており、この原料供
給経路８を流通して外部から供給された原料が脱硫器２内に流入する。なお、脱硫器２に
流入する原料には上述したように水素が含まれている。
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【００４８】
　脱硫器２には脱硫触媒が充填されており、この脱硫触媒としては、例えば、銅および亜
鉛を含む脱硫触媒が挙げられる。なお、脱硫触媒は、水添脱硫を行うことができればこの
脱硫触媒に限定されるものではなく、Ｎｉ－Ｍｏ系又はＣｏ－Ｍｏ系触媒と酸化亜鉛との
組み合わせであってもよい。Ｎｉ－Ｍｏ系又はＣｏ－Ｍｏ系触媒と酸化亜鉛とを組み合わ
せた脱硫触媒の場合、脱硫器２は３５０～４００℃の温度範囲にて、燃料ガス中の有機硫
黄を水添分解する。そして、脱硫器２は、生成したＨ２Ｓを、３５０～４００℃の温度範
囲にてＺｎＯに吸着させて除去する。
【００４９】
　例えば、原料が都市ガスの場合、付臭剤として硫黄化合物であるジメチルスルフィド（
dimethl sulfide ;Ｃ２Ｈ６Ｓ，ＤＭＳ）が含有されている。このＤＭＳは、脱硫器２に
おいて、以下の反応式（式（１）、（２））によるＺｎＳの形、または物理吸着の形で脱
硫触媒によって除去される。
Ｃ２Ｈ６Ｓ＋２Ｈ２→２ＣＨ４＋Ｈ２Ｓ　　　・・・（１）
Ｈ２Ｓ＋ＺｎＯ→Ｈ２Ｏ＋ＺｎＳ　　　　　　・・・（２）
なお、付臭剤は、上述したＤＭＳに限定されるものではなく、ＴＢＭ（Ｃ４Ｈ１０Ｓ）ま
たはＴＨＴ（Ｃ４Ｈ８Ｓ）等の他の硫黄化合物であってもよい。
【００５０】
　充填する脱硫触媒が銅および亜鉛を含む場合、脱硫器２は、１０～４００℃程度、好ま
しくは２５０～３００℃程度の温度範囲で脱硫を行う。この銅亜鉛系脱硫触媒は、水添脱
硫能力に加えて物理吸着能力もあり、低温では主に物理吸着、高温では化学吸着（Ｈ２Ｓ
＋ＺｎＯ→Ｈ２Ｏ＋ＺｎＳ）を行うことができる。この場合、脱硫後の燃料ガスに含まれ
る硫黄含有量は、１ｖｏｌ　ｐｐｂ（parts per billion）以下、通常は０．１ｖｏｌ　
ｐｐｂ以下となる。
【００５１】
　このように、脱硫器２において、Ｎｉ－Ｍｏ系又はＣｏ－Ｍｏ系触媒、あるいは銅およ
び亜鉛のいずれかを含む脱硫触媒が充填されている場合、単位体積あたりの硫黄成分除去
量が大きくなる。それゆえ、上述した脱硫触媒を用いる場合、所望の硫黄濃度まで硫黄を
除去するために必要となる脱硫触媒の量を低減させることができる。
【００５２】
　また、上述したようにこれら脱硫器２が断熱部材に覆われるように設置されている。こ
のように脱硫器２を断熱部材で覆うように構成することで、脱硫器２からの放熱を防ぐこ
とができるとともに、例えば、燃焼部１６の輻射熱や燃焼部１６での燃焼により生成され
た燃焼排ガスの熱など高温の熱に直接、曝されることを防ぐことができる。また、脱硫器
２からの放熱を防ぐことができるため、この脱硫器２における温度分布も略一様とし、温
度ムラが生じること抑制することができる。これにより、脱硫器２における脱硫触媒の温
度制御を容易とすることができる。
【００５３】
　また、燃料電池システム１００の長時間の運転の後、脱硫器２の脱硫触媒が劣化した際
には、この燃料電池システム１００の性能が低下する。そこで、脱硫器２を、燃料電池シ
ステム１００において着脱可能に設け、脱硫触媒が劣化した脱硫器２を新しい脱硫器と交
換できる構成としてもよい。
【００５４】
　以上のようにして脱硫器２によって脱硫された原料は、改質器１４へと供給される。
【００５５】
　次に、改質器１４について説明する。実施例１に係る燃料電池システム１００では、改
質器１４を以下のように構成することができる。すなわち、改質器１４は、部分酸化改質
用として用いられるものであってもよいが、更に高効率な動作を実現するために、部分酸
化改質反応だけでなく、水蒸気改質反応も行える仕様にしておく。
【００５６】
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　例えば、脱硫器２で脱硫された原料に、水ポンプ３４から改質水経路１１を通じて送出
された水（改質水）を混合させ改質器１４に供給する。また、改質器１４の前段に蒸発器
１５を設けた構成とする。
【００５７】
　蒸発器１５は、燃焼部１６で生成された燃焼排ガスの熱及び燃焼部１６からの輻射熱を
利用して、改質水経路１１を通じて供給された水（改質水）を気化させ、脱硫器２から供
給された脱硫後の原料と混合させる。そして、蒸発器１５は、混合後の原料を改質器１４
へと導入する。
【００５８】
　なお、改質器１４に充填される改質触媒としては、Ａｌ２Ｏ３（アルミナ）の球体表面
にＮｉを含浸し、担持したものや、Ａｌ２Ｏ３の球体表面にルテニウムを付与したものを
適宜用いることができる。
【００５９】
　ところで、燃料電池システム１００の起動時では、改質器１４において吸熱反応である
水蒸気改質反応を行うためには熱エネルギーが不足している。そこで、燃料電池システム
１００の起動時は、改質水経路１１から蒸発器１５に水を供給させずに、改質空気経路（
不図示）を通じて改質器１４に改質用空気を導入し、この改質用空気を利用して、改質器
１４は以下の式（３）で表される部分酸化改質反応を行い、水素ガスおよび一酸化炭素を
生成する。
ＣｎＨｍ ＋ （ｎ／２）Ｏ２ → ｎ・ＣＯ ＋（ｍ／２）Ｈ２（ｎ，ｍは任意の自然数）
・・・（３）
そして、これらの水素ガスおよび一酸化炭素を、改質ガス経路９を通じて燃料電池１に供
給し、発電用空気と合わせて発電を行う。
【００６０】
　また、燃料電池システム１００が起動して発電が進むにつれ、改質器１４の温度が上昇
していく。すなわち、上記の式（３）で表される部分酸化改質反応は発熱反応であり、更
に、燃焼排ガスにより、改質器１４の温度が上昇させられる。そして、改質器１４の温度
が、例えば、４００℃以上になれば以下の式（４）で表される水蒸気改質反応を並行して
行うことが可能となる。
ＣｎＨｍ ＋ ｎ・Ｈ２Ｏ → ｎ・ＣＯ ＋（ｍ／２＋ ｎ）Ｈ２（ｎ，ｍは任意の自然数）
・・・（４）
上述した式（４）で示される水蒸気改質反応は、式（３）で示される部分酸化改質反応と
比較すると、同じ量の炭化水素（ＣｎＨｍ）から生成できる水素量がより多くなり、その
結果、燃料電池１での発電反応に利用可能な改質ガスの量が多くなる。つまり、水蒸気改
質反応の方が効率よく改質ガスを生成することができる。また、式（４）に示す水蒸気改
質反応は吸熱反応であるため、式（３）に示す部分酸化改質反応による発熱と燃料電池１
から排出される燃焼排ガスが保有する熱等を利用し、必要な熱量を補いつつ、水蒸気改質
反応を進行させる。そして、改質器１４の温度が例えば、６００℃以上になれば、式（４
）の水蒸気改質反応に必要な熱量を燃焼排ガスの有する熱等だけで補うことが可能となる
ため、水蒸気改質反応のみの運転に切り替えることができる。
【００６１】
　また、図２に示す燃料電池システム１００の構成において、改質器１４から燃料電池１
へ向かう改質ガス経路９の途中（分岐部）で分岐させ、改質器１４で生成された改質ガス
の一部を原料供給経路８に戻すためのリサイクル経路１９が設けられている。このため、
脱硫器２へと供給される原料に水素を添加することが可能となり、脱硫器２は、この水素
を利用して前述の水添脱硫を行うことができる。
【００６２】
　図２に示す燃料電池システム１００の構成では、リサイクル経路１９の途中に減圧部１
７が設けられている。減圧部１７は、リサイクル経路１９内を流通する改質ガスの流量を
調整するものであり、例えば、キャピラリチューブまたはオリフィスなどにより実現でき
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る。すなわち、減圧部１７は、キャピラリチューブまたはオリフィスなどにより流路を細
くし圧力損失を大きくさせることで、リサイクル経路１９内を所望の流量だけ改質ガスが
流通するように構成されている。減圧部１７の位置は、図２では筐体３０の外部に配置さ
れているが、筐体３０の内部であってもよい。筐体３０の外部に配置された場合、高温な
燃焼排ガス等に直接さらされることを防ぐことができるという利点がある。一方、減圧部
１７が筐体３０内に配置されている場合は、筐体３０内は高温であるため減圧部１７にお
いて水分が凝縮しにくいという利点がある。
【００６３】
　また、このリサイクル経路１９の途中に凝縮器（不図示）を設けた構成としてもよい。
凝縮器を備える構成の場合、リサイクル経路１９を流通する改質ガスが低温化したとき、
この凝縮器により水分を回収することができる。このため、結露水による経路内の水つま
りや、昇圧部３３の腐食または破損といった不具合を抑制することができる。この凝縮器
は、冷却源として原燃料ガス、空気、あるいは水のいずれかを利用した、二重管型の熱交
換器を用いることができる。凝縮器により生成された凝縮水は外部へ放出されてもよいし
、例えば、改質水などに再利用される構成であってもよい。
【００６４】
　また、実施例１に係る燃料電池システム１００では、上述したように、燃料電池１に供
給される発電用空気が２つの熱交換器（空気熱交換器５および補助空気熱交換器４）によ
って予熱されるように構成されている。具体的には、外部から供給された発電用空気は、
図２に示すように、まず、補助空気熱交換器４において、浄化触媒部３１を通過した後の
燃焼排ガスと熱交換され、予熱される。さらに、補助空気熱交換器４により予熱された発
電用空気は、空気熱交換器５において、燃焼部１６で生成された燃焼排ガスと熱交換され
る。この熱交換により、発電用空気は、燃料電池１の動作温度程度まで昇温され、燃料電
池１に供給される。
【００６５】
　一方、燃焼部１６において未利用の燃料（アノードオフガス）と空気（カソードオフガ
ス）とを燃焼して生成した燃焼排ガスは、以下のように各部で熱利用され外部に排出され
る。すなわち、燃焼排ガスは、筐体３０内において改質器１４および蒸発器１５を加熱し
、その後、空気熱交換器５に導かれる。空気熱交換器５では、燃焼排ガスは、補助空気熱
交換器４で予熱されている発電用空気との熱交換により保有する熱の一部を失い、浄化触
媒部３１に導かれる。
【００６６】
　燃焼排ガスは浄化触媒部３１を通過することにより一酸化炭素などの有害成分が除去さ
れる。また、燃焼排ガスが浄化触媒部３１を通過する際にこの浄化触媒部３１を加熱して
、自身が保有する熱の一部を失う。このように浄化触媒部３１で保有する熱の一部を失っ
た燃焼排ガスは、補助空気熱交換器４に導かれる。そして、補助空気熱交換器４において
、浄化触媒部３１で保有する熱の一部を失った燃焼排ガスと外部から供給された発電用空
気との間で熱交換を行う。この熱交換により燃焼排ガスはさらに保有する熱を奪われ外部
に排出される。
【００６７】
　以上のように本実施の形態の実施例１に係る燃料電池システム１００では、燃焼排ガス
は、空気熱交換器５および補助空気熱交換器４における発電用空気との熱交換で保有する
熱が利用され、さらに、浄化触媒部３１の加熱にも利用される。このため、燃焼排ガスが
保有する熱を効率よく回収することができる。
【００６８】
　（実施例２）
　また、実施の形態に係る燃料電池システム１００では、燃料電池１を平板型燃料電池と
して構成してもよい。このように構成される場合、燃料電池システム１００は、例えば、
図３に示す構成となる。図３は、実施の形態の実施例２に係る燃料電池システム１００の
構成を示す模式図である。なお、図３に示す実施例２では、被加熱部３として蒸発器１５
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を例に挙げて説明するが被加熱部３はこの蒸発器１５に限定されるものではなく、例えば
、改質器１４であってもよい。
【００６９】
　図３に示すように、実施の形態の実施例２に係る燃料電池システム１００は、実施例１
と同様の構成部材を有するが、以下の点で実施例１とは異なる。
【００７０】
　すなわち、実施例２に係る燃料電池システム１００は、燃料電池１から、未利用の発電
用空気（カソードオフガス）と未利用の燃料（アノードオフガス）とが別々の経路で排出
される点で実施例１とは異なる。このため、実施例２に係る燃料電池システム１００では
、アノードオフガスが流通するアノードオフガス経路１３をさらに備えた構成となってい
る。
【００７１】
　また、被加熱部３を加熱し、空気熱交換器５および補助空気熱交換器４において発電用
空気を予熱するための排気ガスが実施例１では燃焼排ガスであったのに対して、実施例２
ではカソードオフガスである点でも異なる。また、アノードオフガスを燃焼させて生成し
た燃焼排ガスは、改質器１４および蒸発器１５の加熱に用いられるが、その後は燃焼排ガ
ス経路１２を通じて筐体３０の外部に排出され点でも実施例１とは異なる。さらに蒸発器
１５の加熱にこの燃焼排ガスの有する熱のみを利用するのではなく、カソードオフガスが
有する熱も利用される点でも実施例１とは異なる。
【００７２】
　また、実施例１に係る燃料電池システム１００では、改質器１４で改質された改質ガス
（燃料）の一部を、リサイクル経路１９を通じて昇圧部３３の上流側に供給する構成であ
った。これに対して、実施例２に係る燃料電池システム１００では、燃料電池１から排出
されたアノードオフガスの一部を、リサイクル経路１９を通じて昇圧部３３の上流側に供
給する点でも異なる。
【００７３】
　図３に示す実施例２では、発電用空気は空気経路１０を通じて、燃料電池１のカソード
へ供給され、燃料は改質ガス経路９を通じて改質器１４から燃料電池１のアノードへ供給
される。燃料電池１は、例えばアノードとカソードとの間で電気化学反応を行って発電す
る複数の単セルを直列に接続して構成することができる。このような単セルには例えば、
イットリウム酸化物を添加したジルコニアであるイットリア安定化ジルコニアを電解質等
に用いた公知の構成を採用しうる。
【００７４】
　空気ポンプ３５により送出された発電用空気は、まず、補助空気熱交換器４において蒸
発器１５において熱利用されたカソードオフガスと熱交換を行い予熱される。この予熱さ
れた発電用空気は、燃料電池１のカソードに供給される前に、燃料電池１から排出された
カソードオフガスと空気熱交換器５で熱交換され再度、予熱される。このように２回の予
熱により燃料電池１の動作温度近くまで加熱された発電用空気はこの燃料電池１のカソー
ドに供給される。燃料電池１から排出されたカソードオフガスは、上述したように燃料電
池１に供給される発電用空気との熱交換により、保有する熱の一部を失って蒸発器１５に
導かれる。
【００７５】
　蒸発器１５は、燃焼排ガスが有する熱に加え、このカソードオフガスが有する熱を利用
して加熱される。そして、蒸発器１５は、水ポンプ３４から改質水経路１１を通じて供給
された水（改質水）を気化させ、脱硫器２から供給された脱硫後の原料と混合させる。そ
して、蒸発器１５は、混合後の原料を改質器１４へと導入する。なお、カソードオフガス
による蒸発器１５の加熱は、例えば、蒸発器１５とカソードオフガスとの間で熱交換を行
う熱交換部（不図示）を介して行う構成であってもよい。あるいは蒸発器を囲う筐体を備
え、該筐体内にカソードオフガスを流通させて蒸発器１５の外周全体を加熱する構成とし
てもよい。
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【００７６】
　一方、蒸発器１５から排出されたカソードオフガスは、上述したように、補助空気熱交
換器４において発電用空気との間で熱交換される。つまり、蒸発器１５から排出されたカ
ソードオフガスにはまだ利用しきれていない熱量が含まれているため、補助空気熱交換器
４を配置し、必要な熱量を燃料電池システム１００内において回収できるように構成され
ている。そして、この熱交換により熱の一部を失ったカソードオフガスは、筐体３０の外
部に排出される。
【００７７】
　（排気ガスの温度調整）
　次に、図２に示す実施例１に係る燃料電池システム１００の構成を例に挙げて、排気ガ
スの温度調整について説明する。なお、図２に示す燃料電池システム１００の場合、被加
熱部３（浄化触媒部３１）の加熱に利用する排気ガスは、未利用の燃料と空気とを燃焼部
１６が燃焼させて生成した燃焼排ガスとなる。
【００７８】
　燃焼部１６で生成した燃焼排ガスの流量およびその温度は、燃料電池１における燃料及
び発電用空気の燃料利用率（発電時に、燃料として燃料電池１で消費される割合）を調整
することにより制御することが可能である。図２に示した実施例１に係る燃料電池システ
ム１００では、例えば、燃焼部１６の温度範囲が約６００～９００℃になるように、燃料
電池１における燃料および発電用空気の燃料利用率を設定する。
【００７９】
　このように所望の温度範囲となるように設定された燃焼部１６で、未利用の燃料と発電
用空気とを燃焼して生成された排気ガス（燃焼排ガス）は、まず、改質器１４および蒸発
器１５を加熱する。これにより排気ガスの有する熱の一部が消費される。さらに、熱の一
部が消費された排気ガスが空気熱交換器５に流入し、この空気熱交換器５における発電用
空気と排気ガスとの熱交換によって、排気ガスが有する熱がさらに奪われ、浄化触媒部３
１を加熱するのに適切な温度まで低下させられる。具体的には、浄化触媒部３１において
、燃焼排ガス中に含まれる一酸化炭素や炭化水素などの有害成分を、効率よく酸化分解に
より低減させるためには、最適となる温度範囲（例えば、２５０℃前後）がある。そこで
、排気ガスの温度はこの最適な温度範囲まで低下させられる。
【００８０】
　このように温度がさらに低下させられた排気ガスは、排気ガス経路６を流通して浄化触
媒部３１へ供給される。そして、浄化触媒部３１を加熱して、保有する熱の一部を失った
排気ガスは、その後、排気ガス経路６を通じて補助空気熱交換器４に導かれる。補助空気
熱交換器４では、排気ガスは、上述したように空気熱交換器５によって予熱される前の発
電用空気との熱交換により、さらに保有する熱が奪われる。
【００８１】
　以上のように、排気ガス経路６を流通し、被加熱部３（例えば、浄化触媒部３１）に流
入する際の排気ガスの温度は、燃焼部１６で生成された排気ガスの流量と温度、改質器１
４および蒸発器１５に吸熱される熱量、および空気熱交換器５に吸熱される熱量などを考
慮して所望の値となるように制御されている。
【００８２】
　また、補助空気熱交換器４を備えることで、空気熱交換器５との熱交換により、奪われ
る排気ガスの熱量を調整することができる。このため、適切な熱量を保有する排気ガスを
被加熱部３に導くことができる。
【００８３】
　脱硫器２については、上述したように、筐体３０の断熱部材中であって、この断熱部材
を伝熱する燃焼部１６の輻射熱および燃焼排ガスの有する熱によって所望される温度範囲
まで加熱される位置に配置される。例えば、脱硫器２にＮｉ－Ｍｏ系又はＣｏ－Ｍｏ系触
媒と酸化亜鉛とを組み合わせた脱硫触媒を充填する場合、脱硫器２は加熱され約２５０～
３００℃の温度範囲となる位置に配置される。
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【００８４】
　本実施の形態に係る燃料電池システム１００では、以上のように温度調整された排気ガ
スを、排気ガス経路６を通じて被加熱部３（例えば、浄化触媒部３１）に流入させること
ができる。このため、燃料電池システム１００では、排気ガスの有する熱により被加熱部
３を、所望の温度となるように加熱することができる。
【００８５】
　また、被加熱部３を流通した後の排気ガスには十分利用可能な熱量を有しているため、
この排気ガスをそのまま外部に排出した場合、燃料電池システム１００における熱収支が
悪化し、発電効率を低下させてしまう場合がある。実施の形態に係る燃料電池システム１
００では、補助空気熱交換器４を備え、被加熱部３から排出された排気ガスからさらに熱
回収するため、筐体３０から外部に排出する熱量を抑えることができ、その結果、システ
ム全体における効率を向上させることができる。
【００８６】
　また、補助空気熱交換器４における、排気ガスと発電用空気との間での熱交換量は、空
気熱交換器５における熱交換量と比較して小さくてよい。このため、補助空気熱交換器４
は、空気熱交換器５よりも小型な熱交換器とすることができる。また、補助空気熱交換器
４に流入する排気ガスの温度は、約２００～３００℃程度と、燃料電池１から排出された
時点の温度よりもかなり低下している。このため補助空気熱交換器４で要求される耐熱温
度は燃料電池１周辺に配置される部材よりも低くなる。
【００８７】
　それゆえ、補助空気熱交換器４は、例えばステンレス鋼など高温耐熱性の素材で全体を
形成する必要がない。また、補助空気熱交換器４における接合部分なども、ろう付け加工
で十分である。このため、補助空気熱交換器４については、最もシンプルで安価な、筒形
状の対向流式二重管型の熱交換器を採用し、この対向流式二重管型の熱交換器を、例えば
、図２に示すように、筐体３０の側壁に沿って、鉛直方向に延伸するよう配置することが
できる。このため、補助空気熱交換器４を筐体３０内に設置するにあたり大きなスペース
が不要となり、筐体３０の小型化を図ることができる。それゆえ、燃料電池システム１０
０の小型化を図ることができる。特に、補助空気熱交換器４は、筐体３０の底面における
隅角の位置に配置されることが好適である。
【００８８】
　さらに、補助空気熱交換器４を二重管型熱交換器で構成した場合、この二重管型熱交換
器の長さが異なる別の二重管型熱交換器と交換するだけで容易に、排気ガスと発電用空気
との間における熱交換量を調整できるという利点も有する。
【００８９】
　上記説明から、当業者にとって、本発明の多くの改良や他の実施の形態が明らかである
。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の
態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく
、その構造及び／又は機能の詳細を実質的に変更できる。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　本発明の燃料電池システムでは、被加熱部を、適切な温度範囲とした排気ガスにより加
熱することができる構成であり、また燃料電池としての効率を損なう事もない。このため
、加熱して動作温度を高める必要のある被加熱部を備えた燃料電池システムにおいて幅広
く適用できる。
【符号の説明】
【００９１】
　１　　燃料電池
　２　　脱硫器
　３　　被加熱部
　４　　補助空気熱交換器
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　５　　空気熱交換器
　６　　排気ガス経路
　８　　原料供給経路
　９　　改質ガス経路
１０　　空気経路
１１　　改質水経路
１２　　燃焼排ガス経路
１３　　アノードオフガス経路
１４　　改質器
１５　　蒸発器
１６　　燃焼部
１７　　減圧部
１９　　リサイクル経路
３０　　筐体
３１　　浄化触媒部
３３　　昇圧部
３４　　水ポンプ
３５　　空気ポンプ
１００　燃料電池システム

【図１】 【図２】
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【図５】
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